
はじめに
2020年度より小学校では第９次学習指導要領が全面実施されている。

この第９次学習指導要領では，「目標」，「内容」が「三つの柱」，すなわち，

「知識及び技能」「思考力，判断力，表現力等」「学びに向かう力，人間性

等」により再整理された。さらには，これまでは４観点で示されていた「評

価」も，前述した「三つの柱」に基づいて３観点で整理されている。当然

ながら教職課程の教科及び教科の指導法に関する科目等の授業において，

「三つの柱」に基づく学習指導案の作成の書き方を指導することが重要で

ある。このような現状を踏まえると，小学校教員を目指す学生にとって，

学習指導案を作成するための手立てとなる教材が望まれると言えよう。

学習指導案には，おおよその書き方があるものの，時代や自治体等に

よって様々なものがあることから「これでなくてはならない」というもの

はない。とりわけ，音楽科には，次章で触れるいくつかの特有の事項があ

る。そのため，教職課程における音楽の教科教育法においては，音楽科特

有の事項（以下「特有の事項」）も整理しながら学習指導案の作成の仕方

を学ぶ必要がある。

「音楽科教育法」において教材化した「三つの柱」に
基づく小学校音楽科の学習指導案を作成するための
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筆者は2018年度から白鷗大学で第９次学習指導要領に基づく小学校の

「音楽科教育法」（以下「音楽科教育法」）を担当している。同授業では前

述した課題意識の基に，オリジナルの「小学校音楽科の学習指導案を作成

するためのガイドライン」と，2020年度後期からはさらに「評価規準設

定のためのプロセスドキュメント」を作成し，これらを教材とした授業を

実践している。このことを踏まえ，本稿では，「小学校音楽科の学習指導

案を作成するためのガイドライン」と「評価規準設定のためのプロセスド

キュメント」を紹介しながら，これらの教材を用いた実践を報告する。

そのために，本稿ではまず，筆者が担当する「音楽科教育法」の概要を

記す。次に教材化した「小学校音楽科の学習指導案を作成するためのガイ

ドライン」と「評価規準設定のためのプロセスドキュメント」について，

適宜，解説をしながら，これらの教材を用いた実践の内容を報告する。そ

の上で今後の展望を示す。最後に履修者の感想等より「学習指導案の作成

に関する理解」という観点から実践の成果を確認し，まとめとしたい。

１．音楽科教育法の概要
本章では，音楽科教育法の概要を記す。表１は現在運用しているシラバ

スの授業計画である。履修者に周知した上で一部，順序等を変更している

場合等もあるが，これまでも原則としてこの授業計画をもとに授業を行っ

ている。但し，2020年度前期はコロナ禍であったことから，この限りで

はない（以下，同様）。

表１　音楽科教育法の授業計画（2021年度主な事項のみ抜粋）

第１回
ガイダンス，学習指導要領（音楽）の趣旨および要点，音楽科の目標につい
て

第２回
音楽科の学年の目標，音楽教育の意義，音楽科教育の内容の構成，〔共通事
項〕について

第３回 音楽科の学習指導案の作成の仕方について
第４回 音楽科の評価について
第５回 低学年の歌唱指導

162

奥　田　順　也



第６回 中学年から高学年の歌唱指導
第７回 低学年の器楽指導
第８回 中学年から高学年の器楽指導
第９回 鑑賞の学習と指導
第10回 音楽づくりの学習と指導（ICTの活用を含む）
第11回 我が国や郷土の音楽に関する指導

第12回
音楽科の年間指導計画と音楽科のカリキュラム・マネジメント，および模擬
授業を実施するためのグループ活動

第13回
模擬授業①　グループによる模擬授業の実施と観察した模擬授業のまとめ

（鑑賞と音楽づくり）

第14回
模擬授業②　グループによる模擬授業の実施と観察した模擬授業のまとめ

（歌唱と器楽）
第15回 授業総括

概要としては，大きく前半（第１～４回），中盤（第５～11回），後半（第

12～15回）の３つに分けている。本稿ではそれぞれの詳細については省

略するが，本稿で紹介する教材を用いる前半では，主に学習指導案を作成

するための授業を行っている。さらに前半では，後半でグループごとに模

擬授業を実施することを念頭に置いたグループ分けも行っている。

２．�「小学校音楽科の学習指導案を作成するためのガイド
ライン」と「評価規準設定のためのプロセスドキュ
メント」について

本章では，教材化した「小学校音楽科の学習指導案を作成するためのガ

イドライン」と「評価規準設定のためのプロセスドキュメント」について，

適宜，解説を交えながら紹介し，これらの教材を用いた実践を報告する。

以下の記述では，第９次学習指導要領に基づく教育芸術社の音楽の教科

書を『小学生の音楽３』（小原光一ほか，2020a）を『教科書』，この『教

科書』に準拠した『教師用指導書実践編』（小原光一ほか，2020b）を『指

導書実践編』，同じく『教師用指導書研究編』（小原光一，2020c）を『指

導書研究編』と記す（各図においても同様）。また，筆者の担当する授
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業でテキストとして使用している『改訂版　最新　初等科音楽教育法　

2017年告示「小学校学習指導要領」準拠』（初等科音楽研究会編，2020）

を『テキスト』と記す（各図においても同様）。

本稿で取り上げている教材のうち，「小学校音楽科の学習指導案を作成

するためのガイドライン」は2018年度から運用しているが，今日に至る

まで改訂を繰り返している。とりわけ2020年度後期の授業では，2020年

６月に発刊された『指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資

料　小学校　音楽』（国立教育政策研究所　教育課程センター，2020，以

下『参考資料』，各図においても同様）に基づき，評価規準に加筆をして

いる。そしてこの『参考資料』に基づいて作成した教材が，「評価規準設

定のためのプロセスドキュメント」である。そのため，本稿では2020年

度後期に配布した教材を紹介する。なお，紙幅の都合等もあり，配布した

資料のうち，本稿に必要ないと考えられる箇所は削除している。また，授

業で配布した教材に加筆修正等をしている個所があるが，教材や実践の趣

旨に相違はない。

２.１　�「小学校音楽科の学習指導案を作成するためのガイドライン」を配

布するまでの流れ

前半では主に「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の

学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」（平成28年中央

教育審議会）において示された「子供にどういった力が身に付いたか」が

重要であることを踏まえ，授業の立案にあたっては「児童の実態」が重要

であること，音楽科の学習指導案を作成するために踏まえておくべき特有

の事項，学習指導案とは何かといったこと等の基本事項（以下「基本事項」）

を解説した。

「内容」や学習指導案に関する特有の事項は，大きく以下に集約するこ

とができる。

・ 一連の授業のまとまりとして「題材」を設定することが一般的である
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こと。

・ 〔共通事項〕が含まれること（但し，〔共通事項〕は図画工作等にもある）。

・ 〔共通事項〕（１）には「思考力，判断力，表現力等」と「知識」があ

ること。

・「内容」の示し方が他教科と異なること。

上記を経て，第３回の授業では後述する「小学校音楽科の学習指導案を

作成するためのガイドライン」を配布した上で，さらに課題とする学習指

導案の形式について説明した。この形式とは，音楽科の「題材」では歌

唱，器楽，音楽づくり，鑑賞の活動，すなわち，複数の領域分野を組み合

わせて題材を設定することが一般的だが，課題とする学習指導案ではこれ

らの領域分野から１つを扱って学習指導案を作成して良いというものであ

る。履修者は学生であるため学習指導案の作成に慣れていないと考えられ

る。そのため，まず前段階として，１つの領域分野で基本事項を踏まえた

学習指導案を作成することを目指し，その後，複数の領域分野を組み合わ

せて題材を設定できるようになることを，この形式を採るねらいとした。

なお，前述した前半のグループ分けの時点で，模擬授業で担当する領域分

野についても決めていることにより，前半の学習指導案作成から後半の模

擬授業実施に至る過程において一貫性を持たせるといった工夫をした。

２.２　�「小学校音楽科の学習指導案を作成するためのガイドライン」につ

いて

第３回の授業で配布する「小学校音楽科の学習指導案を作成するための

ガイドライン」は，次の４つから構成されている。

①「模擬授業に特化した学習指導案（略案）の作成例」

②「学習指導案を作成するための書き方のアドバイス」

③「模擬授業に特化した学習指導案（略式）の各事項に関する説明」

④「メモ書き：音楽科の学習指導案作成のための手順の一例」

２.３で紹介する「評価規準設定のためのプロセスドキュメント」とこ
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れら②～④は全て，筆者が作成した①「模擬授業に特化した学習指導案（略

案）の作成例」に基づく資料である。すなわち，本稿で紹介する全ての教

材は，①「模擬授業に特化した学習指導案（略案）の作成例」を基に，課

題とする学習指導案の作成の仕方を解説した教材となっている。

２.２.１　①「模擬授業に特化した学習指導案（略案）の作成例」について

図１に①「模擬授業に特化した学習指導案（略案）の作成例」（以下「作

成例」）を記す。この作成例はテキストに掲載されている山内（2020，

pp.240-241）の学習指導案の形式をモデルにしている。作成例で扱って

いる教材は，『教科書』の器楽教材《あの雲のように》（小原光一ほか，

2020a，pp.36-37）であり，記載内容は『指導書実践編』，及び『指導書研

究編』を参照しながら作成している。
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図１　①「模擬授業に特化した学習指導案（略案）の作成例」－１
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図１　①「模擬授業に特化した学習指導案（略案）の作成例」－２
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図１　①「模擬授業に特化した学習指導案（略案）の作成例」－３

ここで作成例と山内（2020，pp.240-241）との形式の相違点を３つ挙げ

る。１つめは，「５．評価規準」である。これについては，「評価規準設定

のためのプロセスドキュメント」と大きく関連するため後述する。２つめ

は「６．題材の指導計画と評価計画」の項目「指導事項」を変更している

ことである。この理由は，履修者は学習指導案の作成に慣れていないこと

から，この事項と「７．本時の展開」の「〇学習内容」の「立場」を揃え

た方が分かりやすいと考えたからである。なお，課題では１つの領域分野

を扱って学習指導案を作成して良いとしたことから，作成例のように「６．

題材の指導計画と評価計画」の「次」は用いない可能性が考えられる。そ

のため，「次」の扱いについては，後述する②「学習指導案を作成するた
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めの書き方のアドバイス」，及び作成例の解説をする中で説明した。

２.２.２　②「学習指導案を作成するための書き方のアドバイス」について

次に，②「学習指導案を作成するための書き方のアドバイス」（以下「ア

ドバイス」）を図２に記す。このアドバイスでは，２.２.１の作成例の各項

目の「立場」と，この立場に対応した文末の説明を記している。

重要なことは，基本事項でも解説しているとした「児童の実態」，すな

わち，「児童観」である。前述したように実際の授業では「子供にどういっ

た力が身に付いたか」が重要であり，いくら学習指導案の作成の仕方を学

んでも，その学習指導案に「児童」が意識されていなければ授業として成

立しない。当然ながら履修者である学生に対象となる児童はいない。しか

しながら，後半で実施する模擬授業も含めて常に児童を想定し授業を立案

することは，履修者にとってより実践的な学びとなると考えられる。その

ため，この教材では児童を想定するための一例として，学習指導案に児童

観を記述するための「型」を紹介している。

２.２.３　�③「模擬授業に特化した学習指導案（略式）の各事項に関する

説明」について

図３に③「模擬授業に特化した学習指導案（略式）の各事項に関する説明」

（以下「説明」）を記す。この説明ではアドバイスを踏まえつつ，作成例に

おいて主に『指導書実践編』『指導書研究編』をどのように参照したかを

記している。さらに，事後学習ができるように，『テキスト』において参

照すべき頁も記している。特記事項としては，「〔共通事項〕（１）ア　思

考・判断のよりどころとなる『主な音楽を形づくっている要素』」に記述

した「音の重なり」については，『教科書』『指導書実践編』『指導書研究編』

に記載がなかったが，これを作成例に書き加えたことと，「強弱」の扱い

についての理由も記していることを挙げることができる。

『参考資料』に基づく評価規準については，「説明」と同じく概要のみ
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を記し，第４回の授業で詳述をすることを記している。この授業回で用い

る教材が，２.３で後述する④「評価規準設定のためのプロセスドキュメ

ント」である。

２.２.４　�④「メモ書き：音楽科の学習指導案作成のための手順の一例」

について

図４に④「メモ書き：音楽科の学習指導案作成のための手順の一例」（以

下「手順の一例」）を記す。作成例において学習指導案は１．から７．の

項目から成るが，授業を立案する際には，前述したように「児童観」が重

要となる。そのため，１．から書き始める方法もあるが，この重要性を鑑

みると，「児童観」から考え始めることも有効と考えられる。そのため，「小

学校音楽科の学習指導案を作成するためのガイドライン」には，学習指導

案を作成するための一つの手順の例として，オリジナルの手順の一例を加

えている。なお，この手順一例は，２.１で述べたように，「児童観」を主

眼として授業を立案するように作成した。
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図２　②「学習指導案を作成するための書き方のアドバイス」－１
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図２　②「学習指導案を作成するための書き方のアドバイス」－２
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図３　③「模擬授業に特化した略式学習指導案の各事項に関する説明」－１
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図３　③「模擬授業に特化した略式学習指導案の各事項に関する説明」－２
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図４　④「メモ書き：音楽科の学習指導案作成のための手順の一例」

２.３　「評価規準設定のためのプロセスドキュメント」について

「小学校音楽科の学習指導案を作成するためガイドライン」を配布した

第４回の授業では，作成例に基づいて評価規準の設定の仕方について解説

した。前述したように，第９次学習指導要領に基づく評価規準は「三つの

柱」にもとづく３観点で示す。この設定の仕方は，『参考資料』にて詳述さ

れているが，学習指導案に対して初学者である履修者にとって，この『参

考資料』は難解であると考えられる。そのため，この授業回では，学習指

導案作成のための新たな教材として，図５に記す『参考資料』を参考に筆

者が作成した，作成例の評価規準の設定のプロセスを記している「評価規

準設定のためのプロセスドキュメント」（以下「PD」）を配布し，これを用

いて音楽科における「三つの柱」に基づく評価規準の設定の仕方，及び仕

組みを解説した。

なお，この『参考資料』は作成例のモデルとした山内（2020）の後に

発刊されたため，２.２.１で評価規準を山内（2020）との相違点の１つと

した。
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図５　「評価規準設定のためのプロセスドキュメント」－１
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図５　「評価規準設定のためのプロセスドキュメント」－２
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図５　「評価規準設定のためのプロセスドキュメント」－３
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図５　「評価規準設定のためのプロセスドキュメント」－４

図５では作成例に基づく評価規準の設定の仕方のみ記しているが，実際

の授業では『参考資料』に基づき，まず，「目標」と「内容」の関係につ

いて解説した。その上で，評価規準を設定する際には，「『参考資料』の第

１編（pp.3-23）を読み，全教科につながる「評価と指導の一体化」を把

握する」ことと，「『参考資料』の第２編（pp.25-29），特に『目標』と『評

価の観点および趣旨』がどのように対応されているか（pp.28-29）を確認

しておく」ことの２つが，「三つの柱」に基づく評価規準を設定するため

の前提であることを伝えた。

PDを履修者に配布する際には，図５の記述に適宜，空欄を設けた。そ

して授業では，パワーポイントのスライドを併用して空欄を埋める形式

で，評価規準を設定するプロセスについて順を追って解説した。

特記事項としては，『参考資料』（p.31等）で〔共通事項〕（１）の「事

項イについては，『知識』の観点の趣旨に直接的には示していないことを

挙げることができる。事項イの内容については，『音楽における働きと関

わらせて理解すること』と示しており，主に『曲想と音楽の構造との関わ

り』について理解する過程や結果において理解されるものである」と記さ
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れていることを挙げることができる。そのため，履修者にはこのことを口

頭で説明した上で，PDでは手順③－１のように，「統合」と表記したこと

を説明した。また，知識と技能の評価規準について，作成例はこれらを分

けて記載しているが，『参考資料』（p.47等）ではこれらを合わせて知技の

ように設定する方法も記している。これについては授業の中で補足して説

明した。

このPDを用いた授業を行った後，履修者には課題とする学習指導案を

作成する際に『参考資料』の「巻末資料」（pp.89-97）の「小学校音楽科

における『内容のまとまりごとの評価規準（例）』」を紹介し，そして，課

題とする学習指導案を作成する際にはこれに必要に応じて加筆修正して評

価規準を設定して良いことを伝えた。このような手順を踏む理由につい

て，この「巻末資料」を活用して題材の評価規準を設定するためには，作

成例を用いて『参考資料』に基づく評価規準の仕組みを学ぶこと，すなわ

ち，作成例３．の「内容」と評価規準における３観点の繋がりを把握する

必要があるからである。

３．今後の展望
2020年度後期で配布した教材では，『参考資料』の「第３編　題材ごと

の学習評価について（事例）　第２章　学習評価に関する事例について」

に記されている矢印（↓）による表記を用いなかった。その理由は，矢印

はこれまでの学習指導案で用いられていないため，「評価計画」と「本時

の展開」の矢印による表記の使い分け方に確信が持てなかったからであ

る。『参考資料』が発刊される前の文献ではあるが，『テキスト』において

は一部，「評価計画」と「本時の展開」の両方に矢印による表記を用いて

評価規準が記されている学習指導案が掲載されていた（西沢，2020）。し

かし，この学習指導案は「評価計画」「本時の展開」ともに矢印による表

記を用いていたために，「評価方法」の記載が無かった。なお，このこと

についてはPDを用いた授業の際にパワーポイントのスライドを用いる等
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して補足説明をした。

この矢印による表記について，本稿で紹介した教材を配布した後に発刊

された『新学習指導要領対応　小学校音楽イチ押し授業モデル　中学年』

（今村・津田編，2020）には，「評価計画」では矢印による表記を用いるが，

「本時の展開」ではこの表記を用いず代わりに「評価方法」が記してある

学習指導案が掲載されていた（例えば曳田，2020）。またこの文献には題

材の目標について「三つの柱」で設定するための「分かりやすい」とされ

る方法も記されていたため（今村・津田，2020，p.13）今後はこの文献を

参考にして，作成例に矢印による表記を加えることや，題材の目標の記し

方等を改訂することを考えている。

４．成果
３．で述べたように，本稿で紹介した教材は今後，さらに改訂できる余

地がある。しかしながら，この教材を用いて学習指導案を作成した2020

年度の後期の履修者からは，これらの教材を用いた実践が立場や文末の考

え方，評価規準等，学習指導案の作成の仕方に関する理解につながったと

いう感想等が見られた。ここでは履修者の感想等の一部を紹介しながら，

「学習指導案の作成の仕方に関する理解」という観点から，本稿で紹介し

た教材を用いた実践の成果を確認する。本稿で履修者の感想等を紹介する

にあたっては，履修者に対する倫理的配慮として，授業支援システムWeb 

Classを介して，個人が特定できないようにすることを約束した上で感想

等を使用することについて同意を得た。また，その内容が成績に影響しな

いことを口頭で説明した。また，以下に記す感想等からは個人名等は削除

しており，誤字脱字等にも修正を加えている。なお，（）内は筆者による

補足である。

2020年度後期の音楽科教育法の履修者から，本稿で紹介した教材に基

づいて学習指導案を作成した感想を問ったところ，「学習指導案の作成例

や書き方のアドバイスなどがとても参考になり，学習指導案を作成しやす
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かった。（中略）文末に対する注意点だけでなく，『誰』目線（立場）で書

く部分なのかが書かれていることによって，とても書きやすかった。ま

た，学習指導案作成の手順例で書く順番や考える順番を理解することがで

き，学習指導案の中の繋がりについて深く理解することができた」といっ

た感想を多数得た。これらの感想から，実践の中で課した学習指導案を作

成するという課題が，学習指導案の作成の仕方を理解するとともに，学習

指導案の仕組みや読み解き方を理解することにつながったと言えるだろ

う。また，「家で一人で学習指導案を作っていると疑問点が生まれてもす

ぐに質問できる人がいないので，先生と対話形式のようになっていて家で

見ることが出来る資料があるのは良かった」といった感想も確認できた。

したがって，オリジナルの手順の一例を含むこれらの教材は，履修者の事

前事後学習に活用できる教材にもなると考えられる。一方で「内容や評価

規準などを作る際にはかなり苦労した」という感想も見られた。このこと

から改めて，学生にとって学習指導案を作成することは容易ではないこと

が伺える。そのため，今後も履修者の感想や振り返りシート（リアクショ

ンペーパー）の記述等を参考に改訂を重ね，より良い教材となるよう努め

ていく必要があると考える。

「特有の事項（〔共通事項〕等）に関することは除くことを前提として，

このオリジナルのガイドラインは，他の教科の学習指導案の作成する時に

も活用できると思いますか？」という問い（「あると思う」「ないと思う」

の２件法）では，回答者全員（40名）から「あると思う」の回答を得た。

その理由については，「文の最後の言い回しなどが他の指導案にも生かす

ことができると感じました。また，評価規準の書き方などが細かく書かれ

ていたので，これからも作成する際に参考にしたい」等の回答を多数得

た。これらの回答から，本稿で紹介した教材は，履修者にとって「三つの

柱」に基づく評価規準を理解するためのものになったとともに，今後にも

活かせる教材であったと言えるだろう。

また，「あると思うと回答した理由は，題材について深く知ることがで
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き，前後の関わりを考えることが出来たからだ。（中略）ガイドラインが

あったことによって題材を深く知り，学習内容をしっかりと捉えたことで

土台を完成させてから最後にどのように展開していくかという仕組みを理

解しながら作成することが出来た。また，児童は今までこのようなことを

学習してきて，現在のその教科に対する実態があり，次は～を学習するか

らという今だけに焦点を当てず，前後の繋がりを踏まえて指導案を作成す

ることが出来た。以上のことからオリジナルのガイドラインは，他の教科

の学習指導案の作成する時にも活用できると考えた」等の回答からは，基

本事項として解説した「児童観」を重要であると履修者が理解したこと，

また，この回答からも手順の一例が学習指導案の作成の仕方を学ぶ一助に

なったことが伺えた。

５．まとめ
本稿では「音楽科教育法」において教材化した「小学校音楽の学習指導

案を作成するためのガイドライン」と「評価規準設定のためのプロセスド

キュメント」について，適宜，解説を交えながら紹介し，これらの教材を

用いた実践を報告した。「はじめに」で述べたように，学習指導案の書き

方には確固たるものがない。それが学生にとって学習指導案の書き方を学

ぶ上での難しさでもあると言えるだろう。このことを踏まえると，４．の

成果より，本稿で紹介した一つの作成例に基づいて学習指導案の書き方の

指針を示した教材を用いた授業は，履修者にとって学習指導案の作成の仕

方に対する一定の理解を得る実践であったと考えられる。

第９次学習指導要領が全面実施された2020年度はコロナ禍であったこ

とから教育現場においても全国的に休校を余儀なくされた時期があり，例

年とは異なる状況であった。そのため，今後は第９次学習指導要領に基づ

く学習が実際の教育現場でどのように展開されていくのかを注視し動向を

把握することで，より教育現場に即した実践的な授業展開ができるよう，

教材の改訂や授業改善を行っていきたいと考えている。
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